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横浜市の概要

面 積： 43,778ha
人 口： 約377万人
世帯数： 約176万世帯

令和4年1月現在
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横浜のみどりの特徴
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図 緑の10大拠点
（横浜市水と緑の基本計画より）

緑の１０大拠点
・「緑の７大拠点」
・３か所の「河川沿いのまとまり
のある農地・樹林地の拠点」

⇒ほぼ市街化調整区域(99.1㎢)
：都計面積（436.5㎢）の約23％相当

三保・新治地区
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○ 横浜市水と緑の基本計画
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かけがえのない環境を未来へ
横浜らしい水・緑環境の実現

平成18年から37（2025）年の

長期計画（平成28年6月改訂）

基本理念



■ City of YOKOHAMA ■



■ City of YOKOHAMA ■



■ City of YOKOHAMA ■

公園における公民連携に関する基本方針
（令和元年９月策定）
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公園における公民連携に関する基本方針
～公園から横浜の暮らしとまちの質を高める～（令和元年９月策定）

新たな公園の魅力と賑わいの創出に向け、公園における公民連携に関する基本方針（以
下「基本方針」という。）を策定しました。

基本方針に基づいて、公民連携の取組を進めることで公園の魅力アップにより市民生活
の質的向上と都市の持続可能な成長につなげ、更には「公園から」横浜のブランド力が向
上することを目指していきます。

１ 基本方針の概要

(1) 目的等

・「公園から」横浜のブランド力向上を目指す

～市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続可能な成長～

・公園経営の目的を果たす手法として、公民連携を推進

～多様な主体が、それぞれの強みを生かし、公園の魅力アップを目指す～

(2) 基本理念と行動５原則

【基本理念】多様な主体間の連携による公園の魅力アップ

～公園を支える担い手（地域、NPO法人、企業等）の拡大～
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公園における公民連携に関する基本方針

１ 基本方針の概要
(2) 基本理念と行動５原則

【行動５原則】

① 公園の目指す将来像の共有

② 「公」と「民」の相互理解と適切な役割分担

③ 地域に寄り添う利活用

④ それぞれの公園に求められるニーズへの対応

⑤ 適切な取組手法の選択

(3) 公民連携の具体的な取組

施策１：パークマネジメントプラン等による公園の将来像の共有

施策２：公園愛護会の支援強化と機能拡充

施策３：公募型事業の展開や制度間の連携等の推進

施策４：公民連携推進の仕組みの整備

施策５：公民連携に関わる人材育成等

公園の自然を生かした賑わいの創出
（こども自然公園）

【取組の例（イメージ）】

市内で初めてPark-PFIを活用し設置した
「フォレストアドベンチャー・よこはま」

のコース（横浜動物の森公園）
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横浜市の公園の概要

横浜スタ
ジアム

都市基幹公園等
(日産スタジアム、野球場、運動広場、

テニスコート、プールなど)

・公園数：2,699公園 公園面積：1,853ha

・住民１人当たり面積：4.91㎡（政令市16位）

・公園自体の不足地域あり(197/338小学校区)

・観光公園から身近な公園まで多様な公園

・身近な公園は公園愛護会等で日常管理

・開発提供の小規模公園が約８割

・スポーツ需要への対応

身近な公園 2,571公園
（街区・近隣・地区公園） 観光公園

（山下公園、港の見える
丘公園など）

歴史を活かした
公園

（長屋門古民家、山手
西洋館など）

新設大規模公園
（小柴、舞岡、上瀬谷など）

公園事業
1 公園整備事業

2 公園管理事業

11
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都市基幹公園等 94公園
（新横浜公園、横浜動物の森公園、
海の公園等）
※指定管理面積：7,067,243㎡

運動施設11種255施設の運営
（野球場、テニスコート、プール、
運動広場、弓道場等）

公園管理事業の概要

横浜動物の森公園

横浜スタジアム

新横浜公園

海の公園

身近な公園

身近な公園

観光公園：山下公園など

歴史を活かした公園：
長屋門公園など

【指定管理による
有料施設の効率的運営】
公園・施設別管理
運営事業費

【市民利用の最低限の
安心・安全確保】
公園等維持管理
事業費

【公園愛護会活動の
報償費、物品購入等】
公園愛護会活動等
支援事業費

身近な公園、観光公園、
歴史を活かした公園等

約2,600公園
※管理面積：10,189,699㎡

遊具、フェンス、照明等の施設点検、
応急修繕、危険木伐採、
斜面地草刈り等

公園愛護会経費 1.0億円
⇒愛護会作業の委託費試算は15.2億円

管理許可（横浜スタジアムなど）
Park-PFI
（横浜動物の森公園フォレスト
アドベンチャー、
山下公園ﾚｽﾄﾊｳｽ(事業者決定)）等

身近な公園

身近な公園

12

（１）公園管理の形態
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横浜市の公園管理体制
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■都市基幹公園等 94公園
（大規模公園、特殊公園、有料施設、動物園等）
➡ 局の公園緑地事務所（3方面）と動物園課
➡ 有料施設や動物園等は指定管理を導入
➡ 管理許可、P-PFIによる設置管理も導入

■身近な公園等 約2,600公園
（住区基幹公園（街区・近隣・地区）都市緑地・緑道
➡18行政区の土木事務所
下水道・公園係（維持管理、施設改修、公園愛護会）
管理係（許認可、施設点検（土木整備員））

➡日常の管理（清掃、草刈、花壇管理等）は
公園愛護会が実施
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身近な公園等の市民による管理運営
公園愛護会 プレイパーク

身近な公園で日常の清掃、草刈等の
美化活動等を行うボランティア団体

「自分の責任で自由に遊ぶ」がモッ
トーの遊び場。地域とNPOで運営

管理運営委員会 森づくり活動団体

身近な公園にある広場等の利用調整、
日常管理を行う団体

事前登録により公園内のまとまった
樹林で保全活動を行う団体
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公園愛護会・概要
• 昭和３６年に横浜市が全国に先駆けて創設
• 愛護会結成率 ９０．５％（令和２年度末）
• 活動内容は、日常の清掃や草刈、除草、中低木や花壇の管理、利
用者マナー指導、地域イベント実施など、地域毎に内容は様々。

愛護会と保育園の
協働による
球根ミックス花壇

区の健康づくり事
業と連携した
公園de健康づくり
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公園愛護会・支援の仕組み
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公園愛護会・支援の窓口
• 平成17年度から、公園愛護会の支援窓口として「公園愛護
会等コーディネーター」を各区土木事務所と公園緑地事務
所に１名づつ配置

＜業務内容＞
• 技術支援・物品支援の申込受付・調整、
• 報償費の支払い、愛護会結成・変更届・活動報告書などの
各種書類受付、

• 公園愛護会のつどいの開催、公園愛護会データベースの更
新、新規愛護会結成の働きかけ、各種相談対応など

• コーディネーターを中心に、公園愛護会の担い手不足・高
齢化等に関する相談など、区の特性に応じて支援を実施
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公園愛護会・支援の内容
・愛護会費【1公園当たり年間で、２万円（～3000㎡）、3万円（3000～15000㎡）、
４万円（15000㎡～）】
・技術支援（花壇作り、中低木管理、草刈機の安全講習、樹名板作り等）
・物品の提供（ごみ袋、軍手、カマ、ほうきや活動中看板、腕章など）
・機材の貸出（草刈機の貸出、講習の実施）
・愛護会通信等による情報提供
・表彰制度（活動功績が顕著な個人及び団体に毎年実施）

技術支援（中低木の刈込講習）

公園愛護会通信

公園愛護会表彰式
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管理運営委員会・概要
・身近な公園の多目的広場や少年野球場などでは、地域
や利用団体で「管理運営委員会」を結成いただき、日常
の利用調整と維持管理運営を実施。
・活動目的は、地域住民がスポーツ等を通じて心身の健
全育成を図り、かつ住民相互の親睦を深めること。

＜施設の種類＞
多目的広場、少年野球場、庭球場、
弓道場、集会所、プレイパーク

＜団体数＞ 15９団体（令和２年度末現在）

＜本市の支援＞
運営費（謝金）の交付
例：多目的広場 年額７万２千円
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管理運営委員会・仕組み
■必要な手続き
①地域で管理運営委員会を結成→事務所へ書類を届出
（結成届、運営要綱（運営ルール）、委員会会則）
②委員会長と事務所長で管理運営に関する覚書を締結

■主な活動（例）
• 施設利用の申込み受付や利用団体間の調整・承認
→事務所等による行為許可等手続き不要で団体利用が可能

• 破損した運動施設等の軽易な補修
• 清掃・除草、グラウンドの整地・散水等の日常管理
• 利用者へのマナー向上等の働きかけ
• 施設の大規模な破損等については公園管理者への連絡
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プレイパーク・概要
自分の責任で自由に遊ぶをモットーに、子どもたちが思いっきり

遊べるように禁止事項を極力なくした屋外の遊び場。公園内の地形
や樹木を利用した遊びを通じ、子どもの自主性や冒険心を育む。

＜箇所数＞
2５団体が2５か所で活動（令和２年度末）。
公園・緑地24か所、小学校敷地1か所

＜特徴＞
各団体は地域主体による活動。NPOの中間支
援組織がプレイリーダー等を派遣などサポート

＜本市の支援＞
各区区政推進課・地域振興課、子ども青少年局
放課後児童育成課、環境創造局維持課の共管
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横浜市役所市民団体 （各プレイパーク団体）

＊プレイパークの開催・運営
＊乳幼児と親の居場所作り
＊地域交流の促進
＊生き生きとした公園作り

こども青少年局
放課後児童育成課

＊活動支援（補助金）
（プレイリーダーなどの
人材配置補助、広報など）

＊ﾌﾟﾚｲﾘｰﾀﾞｰ向け講習会の開催

環境創造局
公園緑地維持課

＊活動支援（公園利用促進）
＊施設の整備

＊公園管理、許認可制度
＊団体登録

＊市民団体向け講習会の開催

活動に協力
公
園
の
管
理
・
活
用
で
の
協
力

補助金

支援

行政内の連携・協力

許認可

※注

開催場所によっては土木事務所に代わり、公園緑地事務所が
公園管理者となり、許認可を行う場合があります。

区役所
区政推進課・地域振興課
サービス課など
＊地域調整、地域交流支援
＊子育て支援、青少年育成
土木事務所（公園の許認可）
＊公園所管部署として
公園の維持管理

協 働

プ
レ
イ
リ
ー
ダ
ー
の
配
置

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
派
遣

NPO法人 （YPC）
＊プレイリーダーの雇用
＊コーディネータの派遣
＊人材・情報交流の促進

プレイパーク・運営の仕組み
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事例： 区局横断連携 こどもログハウス
こどもログハウス / 市内１８か所（各区１か所）

異なる年齢の子供が交流し、地域で子供を守り育てる場として、平成３年から市内１
８区の公園に１館ずつ設置
局で建設し、青少年施設を所管する局（現在は区）が管理許可を受けた上で、地元組
織により管理運営。（現在は各区予算で指定管理者制度を導入）

＋効果：公園との一体利用

・公園内に設置されることで、屋内外を
自由に遊ぶ空間として利用することがで
きる。
・また、親の見守りが必要な小さなこど
もが安心して遊ぶことができる。

＋効果：こどもたちの交流

・指定管理者によるこどもを中心とした
各種イベントが実施されており、年齢の
異なるこどもたちが交流する場となって
いる。

ログハウスの管理

区
地域振興課 指定管理者による管理・運営

土木事務所 小規模な修繕

環境創造局 施設整備及び大規模改修工事等
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事例 ：地域で見守り施設を公園に整備運営
みまもりの家 / 阿久和向原第二公園（瀬谷区）

アンケートの結果、地域で見守り合いが重要と共有し、皆が気軽に集まれる場所を公
園内に集会施設として建設
まち普請事業（平成２３年度）の整備助成金により整備、地域により運営

＋効果：地域のちからでつくりあげる
みんなの拠点の意識を共有するため、家の建設作

業に住民が参加し、専門工事以外は自分たちで整備

＋効果：地域交流の拠点に
様々な地域での活動を通じて、地域交流の拠点に

トイレのペイント

設置許可

横
浜
市

使用料
（減免）

み
ま
も
り
の
家

地
域
・
利
用
者

建設･運営

土
木
事
務
所

まち普請応募

ｺﾝﾃｽﾄを経て
整備助成金 常駐みまも

り
ｲﾍﾞﾝﾄ等実施
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事例 ：バラ園と活動拠点を地域で整備運営
太陽ローズハウス / 荏子田太陽公園（青葉区）
地域によるバラ園が人気を博し大勢が訪れるようになり、トイレや地域の拠点として、有志と愛護

会メンバーで集会施設として建設。

まち普請事業の整備助成金に、個人、団体、企業からの寄付や自治会からの費用により整備。表札

やステンドグラスは地域住民から寄贈、外構工事は地元企業のボランティアにより実施。

維持管理費は、地域からの寄付や自治会助成金、イベントや自動販売機の売り上げ等を活用。

第36回都市公園等コンクールで国土交通省都市局長賞を受賞
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事例： 公園を地域のコミュニティ施設と一体利用
宮ノ前テラス / 中田町宮ノ前公園

公園の隣接地に地域で多世代交流スペース（食堂・カフェ・集会所、学習支援等のコ
ミュニティスペース）を建設、公園との一体利用により多世代交流と公園利用の見守り
を実現。
まち普請事業（平成２９年度）を活用

＋効果：公園との一体利用
・公共施設ではないが、地域貢献施設であるため、
公園との接続を実現（区の地域振興課で副申）
・境界間口の開放により、施設利用の中心となる
高齢者と公園を利用する子供や親子連れ世代を取
り込み、多世代交流を図っている。

＋効果：公園利用者の利便向上
・公園利用者も気軽にカフェ等の施設に足を運ぶ
ことができる。
・公園内を見通すことができるため、見守り施設
としての効果ももつ。
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事例： 公園愛護会の各区での取組事例（栄区）

地元の小学校児童が愛護会と一緒に公園のお掃除をした際、愛護会長より「おうちでもお
掃除を手伝う『おうちあいごかい』を作ってね」とのお話し。11月になって、今度はおうち
のお手伝いをしてきた後、チューリップ球根の植え付けと公園のお掃除を行い、喜ばれた。

令和３年度は、区で愛護会表彰を実施。各愛護会に記念品として、球根（みどりアッ
プ事業）と、オリジナルカレンダーとタオル（区づくり推進事業）を送付。
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事例： 公園愛護会の横の連携

・事務所の管理ヤードで会が花苗を種から育苗。
・秋～冬には、パンジー・ビオラ、スターチス、ストック、キン
ギョソウの花苗を16,000ポットも作成
・区内の公園愛護会へ配付して交流している。

金沢区公園ボランティアの会
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戸塚区公園愛護会連絡協議会の活動
公園愛護会同士の情報交換、親睦、イベント開催などを手がけています

連絡協議会に参加して地域のコミュニティ
作りと地域の活性化を図りませんか

連絡協議会のモットーは
仲良く・楽しく・助け合う

愛護会のつどい
イベント開催

愛護会のつどい
イベント開催

愛護会への
参加促進

公園同士の親睦 交流と相互支援 公園愛護会の
仲間が手をつなぎ

愛護会同士の
情報交換

お互いの良い
ところを見習い 協働の実を上げ

連絡協議会会員参加条件：公園愛護会の活動に参加さ
れたことのある方

組織：会長、副会長、書記、会計、連絡協議会会員
活動：
①情報交換
➁ＰＲイベント：愛護のつどい、区民まつり企画実施
「行政と協働」
③公園愛護会相互の情報交換：交流会実施
④研修会・講習会・講演会なとの企画実施
⑤利用者サービス: 実習教育
⑥広報活動 チラシ等にて愛護会を周知

活動に関する年間計画
①新任公園愛護会長への周知 1回／年
➁公園巡りのウォーキング 春と秋 年2回
③戸塚区 区民まつりへ参加 広報活動
④「戸塚区公園愛護会のつどい」開催 1回／年
⑤技術交流会 複数回／年
④展示会 一年の活動成果を展示 1回／年

活動内容、年間計画は現在考えられる内容を記載していま
す。実際の内容は、今後参加される連絡協議会会員の皆様
方と、協議の上決定する予定です。

戸塚区公園愛護会連絡協議会

事例： 公園愛護会の横の連携
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事例： 公園愛護会による企業連携イベント
（高島中央公園/西区みなとみらい）
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事例 ：地域合意による緑道の再整備と管理
緑道ガイドライン（都筑区）

地域で合意形成しながら将来の再整備と管理方針を策定。
防犯上の植栽等の見通しの確保や、自転車と歩行者のすみ分け等が特徴
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事例：指定管理者の自主事業
本牧市民公園におけるスポーツ教室の開催

地元球団のプロ野球経験者がコーチとなり、小学生向けの野球教室を実施。
野球教室の運営を指定管理者がサポートしている。
地元のスポーツ店と連携し、スケートボード広場にて、初心者の子供向けに
乗り方のコツとマナーやルールについての教室を開催。

野球教室 スケートボード教室
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・山手西洋館の地域の文化的資産を最大限に活用

・質の高いイベントで横浜を代表する魅力的な観光地に

花と器のハーモニー 世界のクリスマス

花のボランティア 演奏ボランティア

ベーリックホールでのハロウィン

事例： 指定管理者の自主事業

企業協賛や地域、
利用者の連携に
よる実施が特徴
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■長屋門公園歴史体験ゾーン

・横浜の昔の生活・風景を再現

・地域の郷土文化的資産に

歴史体験ゾーン

子ども祭り 地域をあげての縁日祭り 34

事例： 指定管理者の自主事業



■ City of YOKOHAMA ■

事例 指定管理者の自主事業 農園付き公園 資料提供 横浜植木㈱



■ City of YOKOHAMA ■

事例 指定管理者の自主事業 農園付き公園 資料提供 横浜植木㈱
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事例 指定管理者の自主事業 農園付き公園 資料提供 横浜植木㈱

ゴーヤの育て方教室 語らいテラスの利用・見本園の様子
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事例 指定管理者の自主事業 農園付き公園 資料提供 横浜植木㈱

タケノコ掘り・七夕
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事例： 管理許可制度の活用
横浜スタジアム / 横浜公園（中区）

株式会社横浜スタジアムから負担付寄付として横浜市が受納した公園施設
プロ野球などの有料興行について使用料を徴収

出資

球場建設の許可

球場施設の
負担付寄附

＋効果：民間の力で球場建設、増築
・市民等の出資により設立された株式会社横浜
スタジアムが、老朽化した平和球場に代わる野
球場として昭和53年に建設。建設後、45年間の
優先使用を条件に市に寄附（負担付き寄附）。
・平成29年に増築提案があり、40年間の管理運
営を条件に増築工事を実施、市に寄付（同上）。

＋効果：公園の魅力と賑わいの創出
・DeNAベイスターズが行う関連イベントにより
観客動員が増加し、公園周辺の賑わい創出にも
つながっている。

国

国有借地
使用料

国有地
貸付 横

浜
市

㈱
横
浜
ス
タ
ジ
ア
ム

使用許可

使用料
（有料興行）
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事例： Park-PFI制度の活用
横浜動物の森公園「フォレスト・アドベンチャー」

横浜動物の森公園において、豊かな樹林地を活用した遊戯施設の設置及び管理運営
事業者を公募し、令和元年9月にアスレチック施設である「フォレストアドベン
チャー・よこはま」がオープン。次いで、令和2年2月には森の中のコースをマウンテ
ンバイクで利用できる「トレイルアドベンチャー」がオープンした。

＋効果：民間の力で設置、管理運営
・公募対象施設として、フォレストアドベン
チャー、トレイルアドベンチャーを設置。
・特定公園施設として、ユニバーサルパス、園路
が整備された。
・設置許可使用料は年間約300万円、
特定公園施設は譲渡契約の本市負担が200万円
（全体整備費約600万円）

＋効果：公園の魅力と賑わいの創出
・利用者層が拡大し、隣接するズーラシア、里山
ガーデンとの相乗利用効果で全体の魅力アップに
つながっている。
・２年間で約６万人が来場し、全国でトップクラ
スの集客数を誇っている。
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事例： Park-PFI制度の活用
山下公園レストハウスのリニューアル

R３年９月にPark-PFI制度を活用する事業者公募を開始。
令和４年２月に事業者を決定し、４年度中にリニューアルオープンを予定。

主な
公募
内容

・公募対象施設として、レストハウスでの飲
食及び物販店舗、無料スペースの設置・管理
、トイレの日常管理、建物の内装改修等
・特定公園施設として、周辺園地の改修、日
常管理を実施（営利・非営利を問わない）

認定
期限

・公募設置等計画の認定有効期間は、供用開
始日から１０年以上２０年までの事業者提案

使
用
料

・横浜市公園条例施行規則第１０条に基づく
公園施設の使用料を加減し、認定計画提出者
となった際に市に支払う額を提案
・管理許可使用料想定額（レストハウスでの
飲食又は物販の場合）：4,069円／㎡・月等

Park-PFIによりリニューアルする
現在の山下公園レストハウス
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大通り公園でのキャンドルヨガ

事例：公募型行為許可による公園の魅力と
賑わい創出
山下公園／大通り公園における公募型行為許可

公募型行為許可の試行として、都心臨海部の公園での健康づくりのため、事
業者を公募。
R２年度は山下公園、R３年度は山下公園・大通り公園でパークヨガを実施。
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事例：イベントで民間事業者を公募
里山ガーデンにおける公民連携事業

共創フロント（民間事業者から公民連携提案を受ける本市のワンストップ窓口）を活
用し、里山ガーデンフェスタ期間中に、花や緑に関するワークショップやイベント、
ＳＮＳ等を利用したＰＲを実施する民間事業者を公募。

＋効果：イベントを活性化
イベントを盛り上げる各種コンテンツを民間事
業者のアイデア、資金を活用し実施

民間事業者連携イベント
①全国の人気ショップによるワークショップや
ショッピングが楽しめる植物と花のイベント
②リストブーケ製作体験、フォトスポット設置、
インスタ投稿キャンペーン
③テント体験、アウトドア、トイ体験、ワーク
ショップ、軽食販売
④エコロジカルフラワーの販売
⑤地域緑のまちづくり団体「みどりのルート１
をつくる会」の活動内容ＰＲ、コーヒー豆かす
入り堆肥を使ってドングリの苗木づくり
⑦フードループ：飲食店から出た生ごみで作っ
た堆肥で育てた野菜の紹介等

⑤みどりのルート１をつくる会

①人気ショップによる花苗の販売 ③アウトドアアクティビティの体験

③テント体験
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事例：パークマネジメントプランに基づく
公民連携事業の推進

大通り公園 ／ こども自然公園
公園の目指すべき将来像を地域の方々、利用者や担い手となる皆様と共有するため、
パークマネジメントプランの策定を進行中。
令和４年度は、このプランに基づきPark-PFI制度の活用を念頭に、サウンディング型
市場調査や社会実験等のイベントを開催し、公募手続きに繋げる。

＊地域の皆さまと共有しながら策定中
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・公園愛護会の方々へのサポートや活動参加への呼びかけのため、様々な支援メ
ニューや活動の魅力がわかりやすく伝わるよう、ウェブサイトを改訂し、QR
コードからアクセスしやすくした。QRコードは広報紙や公園掲示板等に掲載。

・ツイッターを活用し、公園愛護会活
動の様々なトピック等を情報発信。

・公園愛護会活動自体が、SDGsに貢献
することを広くPRしながら、民間事
業者等の方々に対して公園愛護会の
PRや活動への協力、民間ならではの
提案の募集など、様々な形で多様な
主体との連携を進めていく。

事例：～持続可能な公園愛護会活動に向けて～

QRコードでアクセスできる
公園愛護会のウェブサイト


